
紙
で
養
生
す
る
。

し
わ

◎
本
紙
が
余
り
に
薄
い
の
で
、
通
常
は
水
裏
打
ち
し
て
緻
を
伸
ば
す
こ
と

＠
綴
糸
・
端
裂
は
で
き
る
だ
け
元
の
色
に
近
い
も
の
を
選
ん
で
す
べ
て
新

で
き
る
四
方
峡
を
新
調
す
る
。

＠
各
冊
の
大
き
さ
が
揃
っ
て
い
な
い
の
で
、
保
管
の
た
め
五
冊
ず
つ
収
納

調
す
る
。

に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
全
て
プ
レ
ス
機
で
跛
を
伸
ば
す
。

さ
ら
に
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
二
十
日
刊
行
の
講
談
社
版
『
勝
海
舟
全
集

さ
れ
て
い
る
。

巻
に
「
海
舟
日
記
」

I
S
I
V
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。
勁
草
版
「
海
舟
日
記
」
は

が
多
い
が
、
本
紙
の
傷
を
増
や
さ
な
い
為
と
、
紙
の
伸
び
が
ま
ち
ま
ち

つ
い
で
昭
和
四
七
年
十
二
月
二
十
日
＼
同
四
十
三
年
八
月
二
十
日
に
勁
草
書

に
応
じ
て
使
い
わ
け
補
紙
す
る
。
切
れ
、
破
れ
な
ど
は
泥
入
り
の
雁
皮

0
虫
損
部
は
雁
皮
紙
の
四
種
類
と
、
椿
系
の
紙
―
―
一
種
類
を
、
本
紙
の
紙
質

行
っ
た
。

一
、
自
筆
の
「
海
舟
日
記
」

曰
書
誌
情
報

本
史
料
叢
書
シ
リ
ー
ズ
に
収
載
す
る
勝
海
舟
自
筆
の
日
記
二
五
冊
は
、
東
京

こ
の
自
筆
日
記
は
、
収
集
時
に
虫
損
や
綴
じ
糸
切
れ
な
ど
が
あ
り
、
保
存
措

置
の
た
め
、
平
成
七
年
七
月
か
ら
翌
八
年
四
月
に
か
け
次
の
よ
う
な
修
復
を

都
江
戸
東
京
博
物
館
が
平
成
六
年
に
収
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

解

説

解

説

自
筆
日
記
二
五
冊
の
現
況
は
文
末
の
表
の
通
り
で
あ
る
。

ご
先
行
刊
行
の
『
海
舟
日
記
」

二
男
）
・
巖
本
善
治
編
の
『
海
舟
日
誌
』
が
最
初
で
あ
る
。
こ
れ
は
海
舟
の
女
壻

目
賀
田
種
太
郎
男
爵
家
に
伝
え
ら
れ
た
『
海
舟
日
記
抄
』
（
全
八
冊
、
現
在
は
当

館
蔵
）
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
海
舟
日
記
抄
』
に
つ
い
て
勝
部
真

（
マ
マ
）

長
氏
は
「
…
…
毎
頁
に
『
修
史
館
』
の
印
あ
る
和
紙
の
大
型
ノ
ー
ト

(
A
5
判

よ
り
大
き
め
）
、

一
冊
は
百
枚
（
二
百
ペ
ー
ジ
）
、

一
ペ
ー
ジ
十
行
の
罫
あ
り
、

生
前
に
指
示
し
て
、
原
本
よ
り
摘
記
抄
録
せ
し
め
て
、
修
史
館
の
需
め
に
応
じ

一
九
七
ニ
・
―
ニ
・
ニ

〇
刊
、
ま
え
が
き
）
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
海
舟
日
誌
』
は

昭
和
三
年
十
月
改
造
社
版
『
海
舟
全
集
』
の
第
九
巻
に
収
め
ら
れ
た
。

房
か
ら
勝
部
真
長
・
松
本
三
之
介
・
大
口
勇
次
郎
編
『
勝
海
舟
全
集
』
第
1
8
S
2
1

自
筆
原
本
と
『
海
舟
日
記
抄
』
を
底
本
と
し
た
も
の
で
、
本
文
中
の
各
文
頭
に
、

自
筆
原
本
の
み
か
、
両
者
に
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
か
を
区
別
す
る
記
号
が
付

た
も
の
で
あ
る
。
」
（
勁
草
書
房
『
勝
海
舟
全
集
』

18
、

一
行
は
平
均
十
九
字
あ
て
、
毛
筆
に
て
浄
書
さ
れ
て
あ
る
。
お
そ
ら
く
海
舟
が

勝
海
舟
の
日
記
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
明
治
四
十
年
七
月
梶
梅
太
郎
（
海
舟
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解

説
者
な
ら
ず
、
と
い
う
こ
と
を
申
す
。

〇
縫
殿
殿
に

を
狐
疑
し
て
故
障
す
る
者
甚
だ
多
し
。
こ
れ
」
真
に
国
内
の
情
実
を
知
る

御
上
洛
の
議
、
御
遅
寛
あ
る
べ
か
ら
ず
。
当
時
、
皆
こ
れ

〔
勁
草
璽
房
版
『
勝
海
舟
全
集
』

18
、

―
二
五
頁
〕
（
」
は
行
替
え
）

違
い
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

を
付
し
た
。

参
考
ま
で
に
文
久
三
年
十
一
月
十
二
日
条
の
勁
草
書
房
版
と
本
書
の
記
載
の

能
な
限
り
復
元
し
、
該
当
文
字
の
左
傍
あ
る
い
は
右
傍
に
見
せ
消
ち
と

⑬
加
除
訂
正
さ
れ
た
箇
所
は
つ
と
め
て
原
形
を
活
か
し
、
抹
消
文
字
を
可

情
実
に
疎
と
き
、
要

＠
原
文
中
の
行
替
え
及
び
捲
頭
・
闊
字
・
平
出
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

◎
漢
文
調
の
文
字
排
列
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

事
項
に
関
す
る
註
を
記
し
た
。

を
収
め
た
。
中
段
は
本
文
、
下
段
に
は
、
本
文
や
欄
外
に
記
載
さ
れ
た

0
各
頁
三
段
組
と
し
、
上
段
に
は
原
本
罫
紙
欄
外
に
記
さ
れ
た
補
記
な
ど

〔
本
書
〕

御
上
洛
之
議
御
遅
寛
あ
る
へ
か
ら
す

原
本
の
体
裁
を
残
す
た
め
次
の
よ
う
に
編
集
し
た
。

す
る
者
殆
ど
少
な
し
。
危
い
哉
、
皇
国
。

1
』
に
は
、
同
社
蔵
の
「
慶
応
四
戊
辰
日
記
」
（
慶
応
三
年
十
月
二
十
二
日
＼
慶

国
本
史
料
叢
書
「
海
舟
日
記
」
の
編
集
方
針

本
史
料
叢
書
の
「
海
舟
日
記
」
は
、
自
筆
原
本
二
五
冊
を
底
本
と
し
、
極
力

そ
の
最
た
り
と
い
う
。
参
政
に
て
可
な
り
と
い
う
者
、
稲
葉
兵
部
殿
、
秋

月
右
京
殿
、
松
平
縫
殿
殿
等
な
り
。
そ
れ
幕
府
、
日
本
の
政
を
執
る
処
、
」

然
る
に
そ
の
御
政
弊
し
て
、
唯
御
一
家
の
事
の
み
。
此
大
義
を
明
ら
か
〔
に
〕

〇
縫
殿
々
に

当
時
俗
吏
皆
こ
れ
を
狐
疑
し
て
故
障
す
る
者

A

、A
、

甚
多
し
、
こ
れ
真
に
国
内
の
情
実
を
知
る
者
な
ら
す

と
い
ふ
こ
と
を
申
す

人
々

嗚
呼
甚
敷
哉
、
幕
吏

A

、‘、

路
之
輩
皆
こ
は
む
、
就
中
甚
々
不
可
を
主
張

林
祭
酒
兄
弟
・
監
察

し
天
下
を
危
く
す
る
者
は
、

A

、A
、A
、A
、A
、A
、

A

、

設
楽
弾
正
・
川
村
順
一
郎
・
佐
々
木
修
輔
•
町
奉
行

其
最
た
る
と
い
ふ
、

夫
幕
府
日

佐

々

木

信

濃

守

、

此

輩

真

の

俗

吏

に

て

と

と

と

と

と

と

口
悪

□参
政
可
な
り
と
い
ふ
者
、
稲
葉
兵
部
殿
・

A

、、̀
A

、

秋
月
右
京
殿
・
松
平
縫
殿
々
等
也
、

本
之
政
を
執
る
処
、
然
る
に
御
政
弊
し
て
、
唯

（
マ
マ
）

御
一
家
之
事
而
已
、
此
大
義
を
明
か
す
る
者
殆
と
少

底
本
と
す
る
「
幕
末
日
記
」
が
収
録
さ
れ
た
。

監
察
設
楽
弾
正
、
川
村
順
一
郎
、
佐
々
木
修
輔
、
町
奉
行
佐
々
木
信
濃
守
、

応
四
年
五
月
十
五
日
）
を
底
本
と
す
る
同
名
の
日
記
と
、
前
述
の
改
造
社
版
を

な
か
ん
ず
く
甚
だ
不
可
を
主
張
す
る
は
、
林
祭
」
酒
〔
大
学
頭
〕
兄
弟
、

あ
＼
甚
だ
し
き
哉
。
人
々
、
情
実
に
疎
き
。
要
路
の
輩
、
皆
こ
ば
む
、
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で
あ
る
。

十
月
十
六
日

（
一
日
）

浦
賀

六
月

十
月

十
三
日
S

十
月
十
四
日

（
二
日
間
）

十
二
日

S
[七
月

九
日
]
（
二
七
日
間
）
大
坂
・
神
戸

神
奈
川

元
治
元
年

五
月
二
十
六
日

S
六
月

二
日

神
奈
川

九
月
十
五
日

S

九
月
十
九
日

（
五
日
間
）

神
奈
川

＊
帰
路
は
将
軍
御
乗
船
（
五
月
十
六
日
＼
五
月
二
十
日
）

九

月

十

日

S

神
奈
川

九

月

四

日

浦
賀

大
坂
・
兵
庫
・
京
都
・
長
崎

な
し
、
危
哉

二
、
本
巻
の
概
要

日
記
載
期
間

本
巻
は
、
自
筆
の
「
海
舟
日
記
」
全
二
五
冊
の
う
ち
最
初
の
三
冊
を
収
録
し

た
も
の
で
あ
る
。
記
載
期
間
は
、
海
舟
が
軍
艦
操
練
所
頭
取
か
ら
場
所
高
千
石

の
御
軍
艦
奉
行
並
に
抜
擢
さ
れ
た
文
久
二
年
閏
八
月
十
七
日
か
ら
、
元
治
元
年

七
月
九
日
ま
で
の
六
九
九
日
で
あ
る
。
こ
の
間
元
治
元
年
五
月
十
四
日
に
は
、

大
坂
に
お
い
て
場
所
高
二
千
石
の
御
軍
艦
奉
行
に
昇
進
し
て
い
る
が
、
前
年
文

久
三
年
十
月
十
一
日
か
ら
は
軍
艦
奉
行
が
空
席
で
、
海
舟
が
三
人
い
る
御
軍
艦

口
海
舟
の
所
在

本
巻
の
記
載
期
間
中
、
海
舟
が
公
務
で
江
戸
を
離
れ
て
い
る
の
は
次
の
通
り

文
久
二
年
閏
八
月
二
十
五
日
＼

九
月
十
二
日

（
八
日
間
）

（
三
日
間
）

十
二
月
十
六
日
＼
十
二
月
二
十
日
（
五
日
間
）
神
奈
川

奉
行
並
の
最
古
参
と
な
っ
て
い
た
。

文
久
三
年

正
月
二
十
三
日
＼

二
月
二
十
四
日
＼

十
一
月
二
十
四
日
＼
十
二
月

＊
九
州
長
崎
出
張

朔
日
（
七
日
間
）

十
二
月
二
十
八
日
＼
元
治
元
年
五
月
二
十
日
(
-
三
九
日
間
）

＊
往
路
は
将
軍
御
乗
船
（
十
二
月
二
十
八
日
＼
正
月
八
日
）

（
二
月
一
四
日
S
四
月
十
二
日

（
七
日
間
）

五
八
日
間
）

神
奈
川

十
一
月

神
奈
川

大
坂
・
兵
庫
・
京
都

九
月

＊
帰
路
は
将
軍
御
乗
船
（
六
月
二
二
日
＼
一
六
日
）

大
坂
・
兵
庫
・
京
都
・
和
歌
山

大
坂
・
兵
庫

大
坂
・
兵
庫

解

説

皇
国
。

十
二
月

十
一
月
二
十
七
日
＼
―
一
月
二
十
九
日
（
三
日
間
）

十
七
日
＼
文
久
三
年

二
日
＼
十
一
月

十
四
日
＼
十
一
月
十
五
日
（
二
日
間
）

一
日
（
六
一
日
間
）

六
月
十
六
日
(
-
―
二
日
間
）

二
月
十
日
（
一
六
日
間
）

正
月
十
六
日
（
二
九
日
間
）

浦
賀
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解

説
五
日
条
な
ど
）
し
、
軍
船
の
購
入
に
積
極
的
に
動
い
た
（
文
久
二
年
九
月
十
七

公
務
出
張
の
延
日
数
は
四
二
七
日
で
、
記
載
期
間
の
六
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

に
あ
た
る
。
出
張
の
回
数
は
延
一
六
回
で
う
ち
京
坂
神
方
面
は
六
回
で
あ
る
。

二
年
足
ら
ず
の
間
で
こ
の
回
数
は
混
乱
し
た
政
局
の
な
か
、
朝
廷
の
あ
る
京
都

を
は
じ
め
と
す
る
畿
内
で
の
情
報
の
収
集
と
交
流
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
往
復
に
、
当
時
の
日
本
で
は
最
新
式
の
蒸
気
船
が
駆
使
さ
れ
た

の
で
、
こ
の
回
数
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
元
治
元
年
二
月
十
四
日
か

ら
四
月
十
二
日
の
長
崎
出
張
に
う
ち
、
往
路
の
九
州
横
断
中
（
二
月
十
六
日
＼
ニ

十
一
日
）

の
叙
述
は
、
他
の
箇
所
に
は
見
ら
れ
ぬ
散
文
調
で
、
当
巻
出
色
の
箇

所
で
あ
る
。

国
海
舟
の
主
張

本
巻
の
記
述
期
間
は
、
欧
米
諸
国
か
ら
の
開
港
・
開
市
拡
大
等
の
圧
力
に
対

文
物
を
採
り
入
れ
る
の
か
を
め
ぐ
り
国
内
は
大
混
乱
し
て
い
た
。
そ
れ
と
と
も

て
い
た
。
そ
の
中
で
海
舟
は
、
欧
米
勢
力
に
対
抗
す
る
た
め
の
海
軍
の
典
起
、

朝
幕
一
和
、
幕
府
と
有
力
諸
藩
の
連
合
政
府
（
海
舟
の
い
う
共
和
制
）

の
実
現

を
目
ざ
し
、
積
極
的
に
行
動
し
た
。
こ
の
主
張
と
行
動
は
守
旧
派
の
幕
臣
に
は

容
認
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
海
舟
は
幕
府
の
操
練
所
を
運
営
し
な
が
ら
、
海

軍
設
立
お
よ
び
充
実
を
建
言
（
文
久
二
年
閏
八
月
二
十
日
、
文
久
三
年
七
月
十

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
貫
徹
の
た
め
血
を
血
で
洗
う
よ
う
な
闘
い
が
展
開
さ
れ

し
、
開
港
場
の
閉
鎖
や
攘
夷
で
対
抗
す
る
の
か
、
積
極
的
に
国
を
開
き
、
欧
米

て
い
る
。

和
五
条
で
起
っ
た
天
誅
組
の
乱
の
報
は
七
日
後
の
八
月
二
十
四
日
に
伝
え
ら
れ

日
、
同
十
月
十
三
日
、
文
久
三
年
十
一
月
二
十
二
日
、
同
十
二
月
十
七
日
条
な

ど
）
。
ま
た
神
戸
に
海
軍
操
練
所
を
設
立
す
る
運
動
を
展
開
し
、
文
久
三
年
四
月

二
十
三
日
に
は
将
軍
家
茂
か
ら
直
々
に
開
設
の
許
可
を
得
て
い
る
。

求
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
幕
閣
内
で
は
因
循
な
議
論
が
く
り
返
さ
れ
、
海
舟
が

「
俗
吏
」
と
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
箇
所
は
枚
挙
に
追
が
な
い
。
と
く
に
将
軍
上
洛

と
そ
の
往
復
の
海
路
利
用
に
関
す
る
海
舟
の
主
張
に
対
す
る
「
俗
吏
」
の
抵
抗

四
情
報
収
集
と
人
脈

こ
の
日
記
は
、
あ
る
意
味
で
は
海
舟
の
情
報
収
集
メ
モ
で
あ
る
。
当
然
日
記

に
書
け
な
い
よ
う
な
内
密
な
情
報
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
こ
の
日
記
か
ら
海
舟
が
内
外
の
情
報
収
集
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
通
信
手
段
が
舟
便
・
飛
脚
、
人
を
介
し
た
伝
言
に
限
ら
れ
て
い
た
時
代

に
、
多
く
の
情
報
が
比
較
的
短
時
間
に
、

か
な
り
正
確
に
海
舟
の
許
に
齋
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
京
都
で
起
き
た
文
久
三
年
八
月
十
八
日
の
政
変
の
報
は
、

江
戸
に
い
た
海
舟
の
も
と
に
五
日
後
の
八
月
二
十
三
日
、
同
年
八
月
十
七
日
大

海
外
か
ら
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
文
久
三
年
八
月
七
日
条
に
薩
摩
藩
と
英
国

に
関
す
る
事
柄
を
外
国
の
新
聞
紙
に
よ
り
知
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

に
は
多
く
の
行
を
つ
い
や
し
て
い
る
。

混
乱
を
背
景
と
す
る
政
治
運
営
に
は
、
確
固
た
る
意
思
と
、
速
断
速
決
が
要
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ま
た
坂
本
龍
馬
・
荒
井
郁
之
助
ら
の
門
下
生
、
横
井
小
楠
•
佐
久
間
象
山
・
松

津
山
・
土
佐
・
肥
後
・
福
山
・
松
代
・
柳
河
等
の
藩
士
と
も
接
触
し
て
い
る
。

た
元
治
元
年
五
月
二
十
八
日
条
に
は
、
「
外
国
の
風
説
云
」
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
が

メ
キ
シ
コ
を
取
る
た
め
の
費
用
六

0
0万
弗
が
不
足
す
る
、
日
本
に
兵
を
集
め

る
英
艦
の
費
用
は
莫
大
で
あ
る
が
、
英
国
は
そ
の
費
用
を
日
本
か
ら
取
る
見
込
、

な
ど
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
さ
ら
に
元
治
元
年
四
月
十
八
日
条
に
は
ア
メ
リ
カ

の
南
北
戦
争
の
起
源
な
ど
を
将
軍
家
茂
に
言
上
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

さ
に
は
目
を
見
張
る
。
上
は
将
軍
の
徳
川
家
茂
や
後
見
職
の
一
橋
慶
喜
、
公
家

の
姉
小
路
公
知
の
ほ
か
松
平
春
嶽
・
山
内
容
堂
・
伊
達
宗
城
・
松
平
容
保
な
ど

現
役
の
藩
主
や
前
藩
主
、
井
上
正
直
・
小
笠
原
長
行
・
水
野
忠
精
・
板
倉
勝
静

ら
幕
閣
首
脳
が
い
る
。
大
久
保
忠
寛
・
小
栗
忠
順
・
永
井
尚
志
な
ど
幕
政
を
動

か
す
幕
府
中
堅
幹
部
の
ほ
か
幕
府
の
枠
を
超
え
会
津
・
明
石
・
阿
波
・
出
石
・

因
州
・
岩
国
・
越
前
・
加
賀
・
紀
州
・
桑
名
・
薩
摩
・
筑
前
・
長
州
・
対
馬
・

本
良
順
・
広
瀬
元
恭
ら
の
識
者
、
山
本
文
之
助
・
吉
村
寅
太
郎
ら
脱
藩
士
、

オ
ー

ル
コ
ッ
ク
、
ポ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク
、
デ
マ
ン
等
の
外
国
人
、
浜
口
儀
兵
衛
•
安
井

九
兵
衛
・
竹
川
竹
斎
•
生
島
四
郎
太
夫
な
ど
町
人
身
分
の
者
の
名
も
見
え
る
。

（
近
松
鴻
二
）

さ
ら
に
海
舟
が
訪
問
し
た
り
、
海
舟
の
許
に
訪
れ
る
人
な
ど
、
人
脈
の
幅
広

ら
海
舟
の
情
報
網
の
大
き
さ
を
十
分
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

解

説
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解

説 海 海 海 海 海海海海海海海海海海海海海 海海 海海 海海 海海
舟 舟 舟 舟 舟舟舟舟舟舟舟舟舟舟舟舟舟 舟舟 舟舟 舟舟 舟舟
日日日日日 日日 日日 日日 日日 日日日日日日日日日日日日
言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已言已

~ ~ ~ ~ • 

~ ~ ~ ~ ~ 

十十十十十二十十十十十十十十十
五四三ニー十九八七六五四三ニー十九八七六五四三ニー

資

料

名

九
四
二

0
一
六
九
七

九
四
二

0
一
六
九
八

九
四
二

0
一
六
九
九

九
四
二

0
一
七

0
0

九
四
二

0
一
七

0
1

九
四
二

0
一
七

0
ニ

九
四
二

0
一
七

0
三

九
四
二

0
一
七

0
四

九
四
二

0
一
七

0
五

九
四
二

0
一
七

0
六

九
四
二

0
一
七

0
七

九
四
二

0
一
七

0
八

九
四
二

0
一
七

0
九

九
四
二

0
一
七
一
〇

九
四
二

0
一
七
―
―

九
四
二

0
一
七
―
二

九
四
二

0
一
七
一
三

九
四
二

0
一
七
一
四

九
四
二

0
一
七
一
五

九
四
―

1
0
一
七
一
六

九
四
二

0
一
七
一
七

九
四
二

0
一
七
一
八

九
四
二

0
一
七
一
九

九
四
二

0
一
七
二

0

九
四
二

0
一
七
ニ
―

資

料

番

号

〈
「
海
舟
日
記
」
全
二
五
冊
の
現
況
〉

一
八
五
X

―
二
七

一
七
六

x
―
ニ
ニ

一
八
五

x
―
二
七

一
八
五
X

―
二
八

一
八
四

x
―
二
八

一
八

O
X
―
二
八

一
八
二
X

―
二
五

一
九

O
X
―
二
八

一
八
五
X

―
二
八

一
七
六

x
―
二
八

一
六
二

x
-
―
九

一
八
一

X

―
二
五

一
八
―

X

―
二
五

一
五
二

x
-
O七

一
八

O
X
一
三
〇

一
八
二
X

一
三
〇

一
八
五

x
―
二
八

一
八
五

x
一
三
二

一
八

O
X
―
二
七

一
五
二

x
-
―二

一
八
三
X

一
三
六

一
八
三

x
―
ニ
ニ

一
八
二
X

一
三
〇

一
八
二
X

一
三
〇

一
八
五

x
―
二
七

法

量

％

年

月

日

年

月

日

文

久

ニ

・

閏

八

・

十

七

＼

文

久

三

・

三

・

十

六

文
久
三
・
三
・
十
六

S

文
久
三
・
十
•
三

文
久
三
・
十
•
三
＼
元
治
元
・
七
·
九

元

治

元

・

七

・

十

＼

慶

応

元

・

八

・

ニ

十

八

慶

応

元

・

九

・

朔

＼

慶

応

三

・

ニ

・

ニ

十

五

慶
応
三
・
正
・
ニ
十
八
＼
慶
応
四
•
四
・
ニ
十
六

慶
応
四
•
四
・
ニ
十
八

S

明
治
ニ
・
三
・
ニ
十

明
治
ニ
・
三
・
ニ
十
一

S
明
治
三
・
十
・
ニ
十
四

明
治
三
・
十
・
ニ
十
四
S
明

治

五

・

正

・

十

五

明

治

五

・

正

・

十

五

S
明

治

七

・

一

・

ニ

十

明

治

七

・

一

・

ニ

十

一

＼

明

治

八

・

五

・

十

四

明
治
八
・
五
・
十
五

S

明
治
九
・
十
二
•
三

明
治
九
・
十
二
•
四
＼
明
治
十
一
・
六
・
十

明
治
十
一
・
六
・
十
一

S
明
治
十
ニ
・
九
・
ニ
十
三

明
治
十
ニ
・
九
・
ニ
十
四
＼
明
治
十
四
・
一
・
三
十
一

明

治

十

四

・

ニ

・

一

S
明
治
十
五
・
十
ニ
・
三
十
一

明
治
十
六
・
一
・
一
＼
明
治
十
七
・
五
・
三
十
一

明
治
十
七
・
六
•
一

S

明
治
十
八
・
十
・
九

明
治
十
八
・
十
・
十
＼
明
治
十
九
・
十
ニ
・
三
十
一

明

治

二

十

・

一

・

一

S
明
治
二
十
一
・
一
・
ニ

明
治
二
十
一
・
一
・
一

S
明
治
二
十
ニ
・
四
・
三
十

明
治
二
十
ニ
・
五
•
一
＼
明
治
二
十
三
・
四
・
―
ニ

明
治
二
十
―
―
-
•
四
・
十
三S
明
治
二
十
四
・
六
・
三
十

明
治
二
十
四
・
七
•
一
＼
明
治
二
十
五
・
九
・
ニ
十
二

明
治
二
十
五
・
九
・
ニ
十
四
S
明
治
三
十
一
・
十
ニ
・
三
十
一

記

載

期

間

茶茶茶茶薄茶薄薄茶茶茶薄紫濃薄茶茶茶茶薄茶薄淡青淡
茶茶茶 茶緑茶 茶茶青青

表
紙
色

「
金
花
堂
」
青
罫

無

銘

青

罫

「
金
花
堂
」
青
罫

「
金
花
堂
」
黒
罫

無

銘

青

罫

無

銘

黒

無

罫

無

銘

青

罫

「
金
花
堂
」
黒
罫

「
金
花
堂
」
黒
罫

無

銘

青

罫

無

銘

青

罫

無

銘

青

罫

無

銘

青

罫

無

銘

青

罫

無

銘

青

罫

無
銘
青
罫
紙
二
種
合

「
山
本
製
」
赤
罫
紙

無

銘

青

罫

「
秀
香
堂
」
青
罫

無

銘

青

罫

「

上

田

」

青

罫

「
九
十
九
」
赤
罫

「
自
笑
堂
製
十
」
赤
罫

「
自
笑
堂
製
十
」
赤
罫

「
喜
久
市
」
青
罫

料

紙

五
〇
（
五

0
)

I
 00
(
I
 0
0
)
 

1
 00
(
I
 0
0
)
 

1
 00
(
1
 0
0
)
 

一
五
〇
(
-
三
二
）

四
八
（
四
八
）

九
六
（
九
六
）

1
 00
(
I
 0
0
)
 

I
 00
(
1
 0
0
)
 

九
六
（
九
六
）

七
六
（
七
六
）

九
六
（
九
六
）

九
六
（
九
六
）

九
三
（
九
三
）

I
 00
(
I
 0
0
)
 

一
五
八
(
-
五
一
）

九
一
（
九
一
）

九
五
（
九
五
）

九
二
（
八
七
）

九
三
（
八
六
）

九
六
（
九
六
）

九
0
(
九
〇
）

九
五
（
九
二
）

九
六
（
九
六
）

五
〇
（
五

0
)

丁
数
（
墨
付
）
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箋
が
『
日
記
抄
』
編
纂
と
関
連
が
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

に
つ
い
て
も
、
そ
の
貼
付
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

こ
と
が
な
く
、
本
書
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
項
で
は
、
第
一

S
第
三
の
各
冊
に
付
属
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
に
つ
い
て
解
説
を
お
こ
な

た
だ
し
、
「
日
記
」
中
に
挟
み
込
ま
れ
た
文
書
は
、

そ
の
文
書
の
年
代
と
挟
み

込
ん
だ
日
記
の
年
代
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
か
ら
、
伝
来
の
過
程
で
そ

の
位
置
が
動
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
貼
付
さ
れ
た
文
書

な
お
、
「
日
記
」
第
一

S
三
冊
中
に
は
、
記
事
の
抄
出
・
不
抄
出
を
指
示
す
る

付
箋
が
三
つ
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
『
海
舟
日
記
抄
』
の
記
事
と
照
合
す
る

と
、
不
採
用
を
指
示
し
た
箇
所
は
『
日
記
抄
」
で
も
載
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
付

一
部
を
除
い
て
掲
載
さ
れ
る

b
 

縦
一
六
•
-
c
m
x横
一
九
・
ニ

C
m

一
枚

当
館
で
は
、
「
海
舟
日
記
」
（
以
下
「
日
記
」
と
す
る
）
に
つ
い
て
、
損
傷
部

分
に
対
す
る
前
項
の
よ
う
な
修
補
を
お
こ
な
っ
た
の
ち
、
収
集
時
の
状
況
を
な

こ
の
中
に
は
、
海
舟
在
世
と
同
時
代
の
文
書
が
貼
付
あ
る
い
は
挟
み
込
ま
れ

て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
る
冊
が
あ
る
。
こ
れ
ら
「
日
記
」
に
付
属
す
る
文
書
は
、

東
海
道
旅
程
覚

（
口
絵
写
真
7
参
照
）

縦
―
二

•
O
c
m
x横
三
四
・
八

C
m

第
二
冊
の
見
返
し
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
藤
沢
か
ら
伏
見
ま
で
、
東
海
道
の

1
0泊
の
旅
程
と
休
息
場
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。
海
舟
の
自
筆
で
は
な
い
よ
う

文
久
三
年
二
月
十
三
日
、
将
軍
徳
川
家
茂
は
江
戸
を
発
し
、
陸
路
東
海
道
で

上
洛
し
た
が
、
将
軍
一
行
の
上
洛
旅
程
と
本
文
書
は
一
致
し
な
い
。
本
文
書
の

作
成
さ
れ
た
年
代
と
、
こ
れ
が
挟
ま
れ
た
日
記
の
年
紀
が
お
お
よ
そ
合
う
と
す

れ
ば
、
将
軍
の
上
洛
手
段
を
め
ぐ
り
海
路
か
陸
路
か
で
幕
府
内
が
紛
糾
し
た
こ

間
の
移
動
に
も
っ
ぱ
ら
幕
府
軍
艦
を
使
用
し
て
お
り
、
陸
路
は
と
っ
て
い
な
い
。

政
局
の
舞
台
が
京
都
に
移
り
、
江
戸
ー
京
都
間
で
人
の
流
れ
が
活
発
に
な
っ
た

こ
と
を
背
景
に
、
海
舟
の
周
辺
の
人
び
と
の
動
き
と
関
連
し
て
残
さ
れ
た
も
の

と
も
考
え
ら
れ
る
。

薩
摩
・
土
佐
各
藩
士
氏
名
覚

（
口
絵
写
真
8
参
照
）

薄
墨
色
の
料
紙
に
書
か
れ
、
筆
跡
か
ら
海
舟
自
筆
の
可
能
性
が
あ
る
。
二
段

に
わ
た
り
、
上
半
分
に
薩
摩
藩
士
四
名
の
名
前
を
、
下
半
分
に
土
佐
藩
士
四
名

゜
ぷ
ノ

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
、
勝
海
舟
自
身
は
、
江
戸
ー
京
・
大
坂

と
か
ら
、
陸
路
を
と
っ
た
場
合
の
距
離
と
所
要
日
数
を
試
算
し
た
メ
モ
と
推
測

勁
草
書
房
版
等
の
こ
れ
ま
で
の
『
全
集
』
に
は
、

る
べ
く
保
つ
よ
う
保
管
し
て
い
る
。

で
、
そ
の
年
代
や
書
か
れ
た
目
的
は
不
明
で
あ
る
。

付
属
文
書
に
つ
い
て

a
 

一
枚

付
属
文
書
に
つ
い
て

①
【
第
二
冊
に
付
属
す
る
文
書
】
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付
属
文
書
に
つ
い
て

戸
詰
側
用
人
）
・
高
崎
猪
太
郎
（
の
ち
五
六

伊
太
郎
と
表
記
）
は
こ
の
時
期
江

薩
・
土
双
方
の
人
物
と
接
触
し
た
の
は
松
平
春
嶽
で
あ
っ
た
。
推
測
の
域
を
出

内
豊
範
一
行
も
西
上
の
途
に
つ
い
た
。

ま
た
、
海
舟
と
の
関
係
で
み
る
と
、
こ
の
時
期
に
彼
等
と
海
舟
と
が
直
接
接

年
代
を
示
す
文
言
は
な
く
、
「
日
記
」
に
も
こ
の
文
書
に
関
連
す
る
よ
う
な
記

接
点
が
存
在
す
る
時
期
と
し
て
、
文
久
二
年
十
二
月
＼
翌
年
正
月
頃
が
考
え
ら

文
久
二
年
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
朝
廷
は
幕
府
に
対
し
攘
夷
実
行
を

せ
ま
る
た
め
、
三
条
実
美
と
姉
小
路
公
知
を
勅
使
と
し
て
派
遣
し
た
。
両
勅
使

の
東
下
に
は
、
土
佐
藩
主
山
内
豊
範
が
護
衛
し
と
も
に
江
戸
に
下
っ
た
。
こ
の

で
、
本
文
書
に
名
が
記
さ
れ
て
い
る
武
市
半
平
太
を
は
じ
め
弘
瀬
（
広
瀬
と
表

記
）
健
太
•
松
山
深
蔵
（
深
造
と
表
記
）
の
三
名
を
含
む
一

0
名
の
土
佐
勤
王

党
の
同
志
が
勅
使
に
従
っ
た
。
ま
た
、
間
崎
哲
馬
（
正
木
哲
馬
と
表
記
）

は
江

戸
に
あ
り
、
薩
・
長
・
水
戸
な
ど
の
尊
攘
派
と
接
触
、
活
発
な
活
動
を
展
開
し

て
い
る
。
江
戸
在
府
中
の
十
二
月
六
日
、
武
市
は
政
事
総
裁
職
で
越
前
藩
前
藩

主
の
松
平
春
嶽
の
邸
を
訪
れ
、
将
軍
家
茂
の
早
期
上
洛
を
説
い
た
こ
と
が
、
『
続

再
夢
紀
事
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
両
勅
使
は
、
十
月
二
十
七
日
江
戸
に
入
り
、

将
軍
家
茂
か
ら
攘
夷
奉
承
の
返
事
を
え
て
、
十
二
月
七
日
に
江
戸
を
発
ち
、
山

一
方
、
本
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
薩
摩
藩
士
の
う
ち
、
岩
下
佐
次
右
衛
門
（
江

勅
使
派
遣
は
、
土
佐
勤
王
党
武
市
半
平
太
（
号
瑞
山
）
ら
の
工
作
に
よ
る
も
の

れ
る
。 仮

に
年
代
を
推
澗
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
文
書
に
み
え
る
薩
・
土
両
藩
士
の

年
十
一
月
に
一
度
帰
藩
し
た
の
ち
、
十
二
月
九
日
大
久
保
一
蔵
（
の
ち
利
通

造
と
表
記
）

と
と
も
に
京
・
江
戸
へ
向
っ
た
。
こ
れ
は
、
攘
夷
の
即
時
実
行
を

求
め
る
京
都
へ
の
将
軍
上
洛
が
、
公
式
合
体
の
危
機
を
招
く
と
み
た
久
光
が
、

将
軍
上
洛
の
延
期
を
建
言
せ
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
両
名
は
途
中
分
か
れ
な

が
ら
、
翌
文
久
三
年
正
月
四
日
江
戸
に
入
り
、
松
平
春
嶽
と
土
佐
藩
前
藩
主
山

内
容
堂
に
会
い
入
説
し
た
。
春
嶽
も
こ
れ
に
同
意
し
、
幕
府
は
将
軍
上
洛
を
三

月
中
に
延
期
と
決
定
し
た
。
本
文
書
に
、
吉
井
と
大
久
保
の
名
が
線
で
結
ば
れ

て
い
る
の
は
、
両
名
が
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
と
書
き
手
が
認
識
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
文
書
に
記
さ
れ
た
人
物
は
、
文
久
二
年
末
か
ら
翌
年
初
に

か
け
て
江
戸
に
在
府
し
た
者
で
あ
る
が
、
在
府
期
間
に
少
し
ず
つ
ず
れ
が
あ
り
、

全
員
が
一
堂
に
会
し
た
事
実
は
な
い
。
な
お
、
江
戸
在
府
の
間
武
市
ら
は
、
岩

下
・
高
崎
・
吉
井
と
の
接
触
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
『
武
市
瑞
山
関
係

文
書
』
第
一
）

触
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
海
舟
は
、
老
中
格
小
笠
原
長
行
を
軍
艦
順
動

丸
に
乗
せ
て
十
二
月
十
七
日
か
ら
翌
年
正
月
十
六
日
ま
で
江
戸
を
離
れ
て
い

る
。
海
舟
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
人
物
の
中
で
、
こ
の
時
本
文
書
に
み
え
る

事
は
見
ら
れ
な
い
。

行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
吉
井
中
介
（
の
ち
友
実
中
助
と
表
記
）
は
、
文
久

の
名
前
を
記
し
て
い
る
。

戸
に
あ
り
、
藩
主
島
津
茂
久
と
そ
の
父
久
光
の
上
洛
日
程
を
め
ぐ
り
周
旋
を
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た
。
本
文
書
は
、

お
そ
ら
く
そ
れ
以
降
か
ら
幕
府
瓦
解
ま
で
の
間
の
も
の
と
推

筆
跡
は
、
海
舟
自
身
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

c
 
仏
語
伝
習
生
消
息
覚

一
枚

一
四
名
の
俸
金
が
等
級
別
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。

縦
一
六
．

o
e
m
x
横
四

O
・
O
e
m

体
像
を
知
る
数
少
な
い
史
料
の
―
つ
で
あ
る
。

b
 

な
い
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
本
文
書
は
春
嶽
ま
た
は
そ
の
周
辺
か
ら
何
ら
か
の
意

老
中
書
付
写

事
奉
行
格
）

（
口
絵
写
真
1
1
参
照
）

縦
一
五
・
ニ

Cm
x

横
三
三
・
ニ

Cm

第
三
冊
の
二

0
丁
と
ニ
―
丁
（
文
久
三
年
十
一
月
六
日
＼
七
日
条
）

元
治
元
年
五
月
十
四
日
、
海
舟
は
軍
艦
奉
行
並
か
ら
軍
艦
奉
行
（
席
次
は
作

に
昇
任
し
、
諸
大
夫
安
房
守
と
な
っ
た
。
そ
の
辞
令
の
写
し
と
思

幕
府
海
軍
士
官
俸
金
書
付

幕
府
海
軍
の
「
船
運
方
」

一
枚
（
口
絵
写
真
1
2
参
照
）

情
に
つ
い
て
は
不
明
。

『
海
軍
歴
史
]
以
外
に
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
な
く
、
「
海
舟
日
記
」
「
木
村
摂
津

貼
付
さ
れ
て
い
る
位
置
が
、
日
記
の
記
事
と
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
事

わ
れ
る
。
同
様
の
内
容
が
「
海
舟
日
記
」
の
同
月
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

も
表
記
）
は
同
取
調
役
と
し
て
と
も
に
「
武
鑑
』
に
名
が
み
え
る
。

貼
付
さ
れ
て
い
る
。

の
間
に

幕
府
海
軍
は
、
慶
応
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
本
格
的
に
組
織
が
整
備
さ
れ

測
さ
れ
る
。
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
本
文
書
と
こ
れ
を
挟
ん
だ
「
日
記
」

船
具
を
運
用
管
理
す
る
業
務
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

a
 

一
枚

②
【
第
三
冊
に
付
属
す
る
文
書
】

図
を
も
っ
て
海
舟
に
伝
え
ら
れ
た
情
報
の
―
つ
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

付
属
文
書
に
つ
い
て

の
年
代
と
は
大
き
く
相
違
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
状
に
い
た
っ
た
経
緯
は
不

明
で
あ
る
。

絵
図
認
方
と
い
っ
た
役
々
が
み
ら
れ
る
。
本
文
書
に
あ
る
「
船
運
方
」
に
つ
い

て
の
記
述
は
『
海
軍
歴
史
』
に
載
っ
て
い
な
い
が
、

お
そ
ら
く
軍
艦
役
に
属
し
、

筆
頭
に
あ
る
桜
井
貞
蔵
は
、
文
久
期
か
ら
幕
府
軍
艦
局
に
そ
の
名
が
あ
り
、

『
武
鑑
』
に
よ
る
と
慶
応
元
年
か
ら
軍
艦
操
練
所
取
調
役
組
頭
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
関
川
伴
次
郎
は
軍
艦
操
練
所
教
授
方
出
役
、
中
沢
又
十
郎
（
又
一
郎
と

幕
末
期
に
お
け
る
幕
府
海
軍
の
組
織
お
よ
び
具
体
的
な
運
営
に
つ
い
て
は
、

守
喜
毅
日
記
」
な
ど
海
軍
関
係
者
の
記
録
や
証
言
、
断
片
的
な
文
書
に
よ
っ
て

知
る
し
か
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
文
書
は
、
幕
府
海
軍
の
組
織
運
営
の
具

（
口
絵
写
真
1
3
参
照
）

縦
一
五
・
八

crnX
横
一
七
・
八
Cm

海
舟
の
自
筆
と
思
わ
れ
、
「
伝
習
掛
通
弁
出
来
」
の
表
題
で
一

0
名
の
名
と
そ

の
消
息
を
記
す
。
年
代
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
内
容
か
ら
慶
応
四
年
八
月
以

『
海
軍
歴
史
』
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
軍
艦
役
・
医
師
・
勘
定
役
・
翻
訳
方
・

慶
応
の
軍
制
改
正
期
に
整
え
ら
れ
た
幕
府
海
軍
組
織
の
具
体
的
な
内
容
は
、
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付
属
文
書
に
つ
い
て

降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

b
と
同
じ
く
、
本
文
書
と
「
日
記
」
の
年
代
と
は

書
か
れ
て
い
る
名
前
の
う
ち
、
山
内
文
次
郎
か
ら
山
高
左
太
夫
ま
で
の
七
名

（
「
福
島
某
」
は
福
島
時
之
助
と
推
定
さ
れ
る
）
は
、
幕
府
が
慶
応
元
年
横
浜
に

山
内
文
次
郎
と
山
高
左
太
夫
（
の
ち
信
離
）

は
、
慶
応
三
年
パ
リ
ヘ
留
学
す

る
徳
川
昭
武
に
随
行
し
て
渡
仏
、
欧
州
留
学
を
へ
て
同
四
年
帰
国
し
た
。
帰
国

後
山
内
は
、
徳
川
慶
喜
に
従
い
静
岡
に
移
り
、
沼
津
の
徳
川
家
兵
学
校
で
仏
語

の
教
鞭
を
と
っ
た
。
ま
た
、
横
須
賀
製
鉄
所
の
伝
習
生
で
も
あ
っ
た
山
高
は
、

帰
国
後
明
治
二
年
ま
で
横
浜
製
鉄
所
調
役
並
の
職
に
あ
っ
た
。
本
文
書
に
み
え

る
、
山
内
の
「
水
戸
行
」
と
山
高
の
「
製
鉄
所
掛

い
え
る
。
中
山
右
門
太
（
の
ち
譲
治
）
は
、
慶
応
期
に
仏
留
学
の
経
験
が
あ
り
、

一方、

田
島
金
太
郎
（
の
ち
応
親
）
・
飯
高
平
五
郎
・
細
谷
安
太
郎
・
福
島
時

之
助
の
四
名
は
、
慶
応
四
年
八
月
十
九
日
仏
語
伝
習
所
の
フ
ラ
ン
ス
人
教
師
ら

に
従
い
、
榎
本
武
揚
率
い
る
艦
隊
に
乗
り
組
み
江
戸
を
脱
走
、
箱
館
に
入
っ
た
。

本
文
書
に
は
、

田
島
が
「
兵
庫
」
、
細
谷
が
「
佐
倉
行
」
と
あ
り
、
情
報
の
混
乱

ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。
「
箱
館
降
伏
人
名
簿
」
で
は
、
「
訳
官
」
と
し
て
田
島
・

飯
高
•
福
島
の
名
が
、
「
砲
兵
隊
改
役
」
と
し
て
細
谷
の
名
が
み
え
る
。

末
尾
に
み
え
る
三
名
は
、

と
も
に
フ
ラ
ン
ス
の
指
導
に
も
と
づ
く
幕
府
陸
軍

の
創
設
に
関
わ
っ
た
人
物
で
、
山
口
直
毅
（
慶
応
元
年
信
濃
守
よ
り
駿
河
守
と

維
新
後
は
イ
タ
リ
ア
に
渡
り
、
実
業
家
・
外
交
官
と
し
て
活
躍
し
た
。

仏
語
」
の
記
述
は
正
確
と

も
に
不
明
。 縦

―
ニ
・
六

crnX
横
五
・
六

cm

e
 
平
田
信
太
郎
他
名
刺

一
枚

d

小
笠
原
清
晒
名
刺

二
枚

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

な
る
）

は
陸
軍
奉
行
並
を
へ
て
、
慶
応
三
年
よ
り
外
国
惣
奉
行
並
の
職
に
あ
っ

た
。
合
原
義
直
（
左
衛
門
尉
）

は
、
慶
応
三
年
六
月
よ
り
陸
軍
奉
行
並
。
の
ち

に
ジ
ャ
ー
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
成
島
柳
北
は
、
慶
応
三
年
五
月
騎
兵
頭

と
な
り
フ
ラ
ン
ス
騎
兵
伝
習
に
尽
力
し
た
。
慶
応
四
年
、
幕
府
瓦
解
に
あ
っ
て
、

「
日
記
」
中
に
、
本
文
書
に
直
接
対
応
す
る
記
事
は
な
い
が
、
江
戸
開
城
以

後
相
次
ぐ
旧
幕
士
兵
の
脱
走
に
海
舟
が
苦
慮
し
、
情
報
収
集
に
つ
と
め
る
様
子

が
日
記
で
う
か
が
え
る
。
そ
の
情
報
の
一
っ
を
メ
モ
し
た
の
が
、
こ
の
一
枚
で

縦
一
五
・
七

crnX
横
七
．

oem

人
物
と
年
代
に
つ
い
て
、

知
県
岡
崎
町
中
島
町
に
あ
た
る
。

（
口
絵
写
真
1
4
参
照
）

と
も
に
不
明
。
「
三
州
碧
海
郡
中
島
村
」
は
、
現
愛

（
口
絵
写
真
1
4
参
照
）

名
刺
に
記
さ
れ
る
平
田
信
太
郎
・
河
野
耀
司
お
よ
び
年
代
に
つ
い
て
は
、

な
お
、
「
日
記
」
の
文
中
、
海
舟
自
身
が
差
出
し
・
受
取
り
あ
る
い
は
関
係
者

開
設
し
た
仏
蘭
西
語
学
所
の
伝
習
生
で
あ
る
。

山
口
は
外
国
総
裁
、
合
原
は
大
目
付
、
成
島
は
会
計
総
裁
を
つ
と
め
た
。

大
き
く
相
違
し
て
い
る
。

と
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味
深
い
。

（
落
合
則
子
）

わ
ゆ
る
海
軍
塾
の
施
設
に
関
す
る
メ
モ
が
注
目
さ
れ
る
。
塾
の
建
物
の
規
模
や

か
ら
伝
聞
し
た
文
書
の
写
し
が
、
随
所
に
載
っ
て
い
る
。
そ
の
い
く
つ
か
は
、

『
海
軍
歴
史
』
等
に
も
収
め
ら
れ
、
原
文
書
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
も
の
も
あ

る
が
、
こ
の
「
日
記
」
中
で
の
み
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
少
な
く

な
い
。
ま
た
、
第
二
冊
巻
末
に
記
さ
れ
て
い
る
、
海
舟
が
神
戸
に
開
設
し
た
い

外
構
の
仕
様
、
建
具
・
調
度
な
ど
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
こ
と
に
興

付
属
文
書
に
つ
い
て
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